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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
六
百
十
一
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
収
用
事
業
の
認
定
を
し
た
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
起
業
者
の
名
称

武
川
村

二
　
事
業
の
種
類

武
川
村
農
産
物
直
売
セ
ン
タ
ー
精
米
施
設
設
置
及
び
駐
車
場
建
設
事
業

三
　
起
業
地

１
　
収
用
の
部
分
　
北
巨
摩
郡
武
川
村
大
字
牧
原
字
東
原
地
内

２
　
使
用
の
部
分
　
な
し

四
　
事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

１
　
法
第
二
十
条
第
一
号
要
件

武
川
村
農
産
物
直
売
セ
ン
タ
ー
精
米
施
設
設
置
及
び
駐
車
場
建
設
事
業
（
以
下
「
本
事
業
」
と

い
う
。）
は
、
法
第
三
条
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
「
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
そ
の
他
公
共
の

用
に
供
す
る
施
設
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
一
号
に
該
当
す
る
。

２
　
法
第
二
十
条
第
二
号
要
件

起
業
者
は
、
既
に
財
政
措
置
を
講
じ
て
お
り
、
本
事
業
を
遂
行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有

す
る
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
二
号
に
該
当
す
る
。

３
　
法
第
二
十
条
第
三
号
要
件

（一）

武
川
村
農
産
物
直
売
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。）
は
、
武
川
村
米
を
初
め

と
し
た
武
川
村
特
産
品
の
販
売
及
び
情
報
発
信
の
場
と
し
て
、
平
成
十
二
年
四
月
に
開
設
さ
れ

た
施
設
で
あ
る
。
本
事
業
は
、
セ
ン
タ
ー
で
販
売
す
る
武
川
村
米
の
精
米
施
設
を
設
置
す
る
と

と
も
に
、
来
客
者
用
の
駐
車
場
を
増
設
す
る
事
業
で
あ
る
。
現
在
、
武
川
村
米
の
精
米
は
委
託

で
行
っ
て
お
り
、
一
度
に
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
量
を
精
米
せ
ざ
る
を
得
な
い
た
め
、
精
米
さ

れ
て
か
ら
消
費
者
に
届
く
ま
で
に
期
間
を
要
す
る
こ
と
も
あ
り
、
消
費
者
に
武
川
村
米
本
来
の

お
い
し
さ
を
伝
え
づ
ら
い
状
況
に
あ
る
。
ま
た
、
駐
車
場
の
台
数
が
少
な
い
た
め
、
セ
ン
タ
ー

利
用
者
が
不
便
を
来
し
て
い
る
状
況
に
も
あ
る
。
こ
の
た
め
、
本
事
業
は
、
必
要
な
量
だ
け
精

米
し
て
新
鮮
な
米
を
販
売
す
る
こ
と
が
出
来
る
精
米
施
設
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
駐
車
場
を

増
設
す
る
も
の
で
、
本
事
業
施
行
に
よ
り
、
武
川
村
米
を
中
心
と
し
た
武
川
村
特
産
品
の
普
及

振
興
が
図
ら
れ
、
施
設
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
が
図
ら
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本

事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

（二）

本
事
業
の
施
行
に
よ
り
周
辺
の
環
境
に
与
え
る
影
響
は
少
な
い
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、

失
わ
れ
る
公
共
の
利
益
は
軽
微
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

（三）

起
業
地
は
、
利
便
性
、
経
済
性
、
安
全
性
等
の
要
件
を
考
慮
し
選
定
さ
れ
た
、
セ
ン
タ
ー
近

隣
の
三
案
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
た
結
果
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
最
も
適
当
な
も
の
と
し

て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（四）

本
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
予
想
駐
車
台
数
等
か
ら
積
算
し
、
本
事
業
を
実
現
す
る

た
め
に
必
要
な
施
設
規
模
等
と
し
て
お
り
、
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

（五）

（一）
か
ら
（四）
ま
で
の
理
由
に
よ
り
、
本
事
業
は
、「
土
地
の
適
正
且
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与

す
る
も
の
」
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
三
号
に
該
当
す
る
。

４
　
法
第
二
十
条
第
四
号
要
件

本
事
業
は
、
武
川
村
米
を
よ
り
良
い
状
態
で
消
費
者
に
提
供
す
る
た
め
の
施
設
を
設
置
し
、
台

数
の
少
な
い
駐
車
場
を
増
設
す
る
も
の
で
あ
り
、
セ
ン
タ
ー
の
現
況
を
踏
ま
え
る
と
、
早
急
に
施

行
す
る
必
要
性
が
高
い
事
業
と
認
め
ら
れ
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
四
号
に
該
当
す
る
。

５
　
結
論

１
か
ら
４
ま
で
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
事
業
は
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
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判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
に
よ
り
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
認
定
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

五
　
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

武
川
村
産
業
課

山
梨
県
告
示
第
六
百
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地

域
振
興
局
都
留
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
一
月
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
四
日
市
場
上
野
原
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
都
留
郡
秋
山
村
字
古
口
五
一
〇
四
番
の
四
地
先

旧

一
五
・
五
〜

一
一
一
・
九

か
ら

三
四
・
三

南
都
留
郡
秋
山
村
字
古
口
五
〇
八
二
番
の
二
地
先

ま
で

新

二
一
・
一
〜

一
一
一
・
九

四
〇
・
九

山
梨
県
告
示
第
六
百
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地

域
振
興
局
都
留
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
一
月
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

四
日
市
場
上

南
都
留
郡
秋
山
村
字
古
口
五
一
〇
四

一
一
一
・
九

平
成
十
五
年

野
原
線

番
の
四
地
先
か
ら

十
二
月
二
十

南
都
留
郡
秋
山
村
字
古
口
五
〇
八
二

五
日

番
の
二
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
六
百
十
四
号

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
堤
防
と
道
路

と
の
兼
用
工
作
物
の
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、

山
梨
県
土
木
部
治
水
課
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
石
和
建
設
部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
河
川
の
名
称
　
富
士
川
水
系
　
境
川

二
　
河
川
管
理
施
設
の
名
称
又
は
種
類
　
左
岸
堤
防

三
　
河
川
管
理
施
設
の
位
置
　
東
八
代
郡
境
川
村
大
字
藤
●
字
下
帯
石
千
四
百
十
九
番
一
地
先
か
ら
東

八
代
郡
境
川
村
大
字
石
橋
字
川
向
二
千
四
百
五
十
七
番
地
先
ま
で

四
　
管
理
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
住
所

１
　
氏
名
　
境
川
村
長
　
角
田
義
一

２
　
住
所
　
東
八
代
郡
境
川
村
藤
●
二
千
六
百
番
地

五
　
管
理
の
内
容

１
　
道
路
専
用
施
設
（
路
面
（
路
盤
の
部
分
を
含
む
。）、
路
肩
、
道
路
の
附
属
物
そ
の
他
の
専
ら

道
路
の
管
理
上
必
要
な
施
設
又
は
工
作
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
新
設
（
道
路
の
附
属
物
に

係
る
も
の
に
限
る
。）、
改
築
、
維
持
又
は
修
繕

２
　
路
肩
に
接
す
る
法
面
で
、
当
該
路
肩
か
ら
法
長
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
範
囲
内
に
あ
る
も
の

に
つ
い
て
の
維
持

３
　
原
則
と
し
て
道
路
専
用
施
設
に
係
る
災
害
復
旧

六
　
管
理
の
期
間
　
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
道
路
を
廃
止
す
る
と
き
、
又
は
堤
防
の
公
用

を
廃
止
す
る
と
き
ま
で

公
安
委
員
会

'

遊
技
機
の
型
式
の
検
定

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
の
あ
っ
た
遊
技
機
に
つ
い
て
検
定
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
遊

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
四
十
一
号
　
　
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日

八
〇
六



技
機
を
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
検
定
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
四
日
ま
で
と
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
鶴
　
　
田
　
　
美
　
　
枝

型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

申
請
者
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

遊
技
機
の
種
類

製
造
又

検
定
番
号

及
び
区
分

型
式
名

は
輸
入

業
者
名

タ
イ
ヨ
ー
エ
レ
ッ
ク
株
式
会
社

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ウ
ィ

タ
イ
ヨ
ー

三
〇
〇
八
〇
三

代
表
取
締
役
　
佐
藤
英
理
子

機

ン
タ
ー
７

エ
レ
ッ
ク

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
見
寄
町
一

規
則
第
六
条
第

Ｓ

株
式
会
社

二
五
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

サ
ミ
ー
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ソ
ニ

サ
ミ
ー
株

三
〇
〇
八
二
六

里
見
治

機

ッ
ク
Ｓ
Ｔ

式
会
社

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
二
丁
目
二

規
則
第
六
条
第

三
番
二
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

岡
崎
産
業
株
式
会
社
　
代
表
取
締

回
胴
式
遊
技
機

ス
リ
ー
バ

岡
崎
産
業

三
四
〇
九
一
九

役
　
岡
崎
安
弘

規
則
第
六
条
第

ー
ズ

株
式
会
社

三
重
県
松
阪
市
中
万
町
鐘
突
二
一

二
号
（
別
表
第

八
五
番
地
の
二

五
）

マ
ル
ホ
ン
工
業
株
式
会
社
　
代
表

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
力
也

マ
ル
ホ
ン

三
〇
〇
八
五
七

取
締
役
　
岸
勇
夫

機

Ｈ
Ｒ

工
業
株
式

愛
知
県
春
日
井
市
桃
山
町
一
丁
目

規
則
第
六
条
第

会
社

一
二
七
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

マ
ル
ホ
ン
工
業
株
式
会
社
　
代
表

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
力
也

マ
ル
ホ
ン

三
〇
〇
八
七
四

取
締
役
　
岸
勇
夫

機

Ｃ
Ｔ

工
業
株
式

愛
知
県
春
日
井
市
桃
山
町
一
丁
目

規
則
第
六
条
第

会
社

一
二
七
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

マ
ル
ホ
ン
工
業
株
式
会
社
　
代
表

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
力
也

マ
ル
ホ
ン

三
〇
〇
八
三
七

取
締
役
　
岸
勇
夫

機

Ｍ

工
業
株
式

愛
知
県
春
日
井
市
桃
山
町
一
丁
目

規
則
第
六
条
第

会
社

一
二
七
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
藤
商
事
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
サ
ン

株
式
会
社

三
〇
〇
八
六
六

松
元
邦
夫

機

ダ
ー
バ
ー

藤
商
事

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
内
本
町
一

規
則
第
六
条
第

ド
２
Ｚ

丁
目
一
番
四
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
サ
ン
セ
イ
ア
ー
ル
ア
ン

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
イ
ル

株
式
会
社

三
〇
〇
八
七
〇

ド
デ
ィ
　
代
表
取
締
役
　
梅
村
義

機

ナ
ボ
ン
バ

サ
ン
セ
イ

孝

規
則
第
六
条
第

ー
Ｌ
Ｎ

ア
ー
ル
ア

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
二

一
号
イ
（
別
表

ン
ド
デ
ィ

丁
目
一
一
番
一
三
号

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

奥
村
遊
機
株
式
会
社
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
チ
ャ

奥
村
遊
機

三
〇
〇
八
四
三

役
　
奥
村
昌
美

機

ー
ル
ズ
・

株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
昭
和
区
鶴
舞
二

規
則
第
六
条
第

チ
ャ
ッ
プ

丁
目
二
番
一
八
号

一
号
イ
（
別
表

リ
ン
Ｅ
Ｓ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
四
十
一
号
　
　
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日

八
〇
七



奥
村
遊
機
株
式
会
社
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

チ
ャ
ッ
プ

奥
村
遊
機

三
〇
〇
八
六
四

役
　
奥
村
昌
美

機

リ
ン
・
ワ

株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
昭
和
区
鶴
舞
二

規
則
第
六
条
第

ー
ル
ド

丁
目
二
番
一
八
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
メ
ー
シ
ー
販
売
　
代
表

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
モ
ー

株
式
会
社

三
〇
〇
八
三
九

取
締
役
　
別
所
直
鋼

機

レ
ツ
一
家

メ
ー
シ
ー

沖
縄
県
宜
野
湾
市
真
志
喜
二
丁
目

規
則
第
六
条
第

Ｋ

販
売

一
三
番
一
〇
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

ニ
イ
ガ
タ
電
子
精
機
株
式
会
社

回
胴
式
遊
技
機

プ
ル
メ
リ

ニ
イ
ガ
タ

三
四
〇
四
八
八

代
表
取
締
役
　
橋
本
桂
一

規
則
第
六
条
第

ア
│
３
０

電
子
精
機

新
潟
県
長
岡
市
弓
町
二
丁
目
一
番

二
号
（
別
表
第

株
式
会
社

一
一
号

五
）

正
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正
　

○
　
平
成
十
五
年
十
二
月
四
日
掲
載
の
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
の

公
告
中

七
四
四

上

終
わ
り
か
ら
九

一
五
二
三
の
四

一
五
二
三
の
三
、
一
五
二
三

の
四

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
四
十
一
号
　
　
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日

八
〇
八


